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「都道府県の公共調達改革に関する指針」（緊急報告）に基づく 

都道府県実施状況調査結果について 

 
平成 19 年 6 月 13 日 
公共調達に関するＰＴ 

 
１  取組状況全般  

 コンプライアンスに関する取組については、指針を取りまとめる前から４５

の都道府県が着手している。 
 また、指針取りまとめ後平成１９年 4 月までにコンプライアンス以外の主要

５項目（総合評価以外）のいずれかに着手した都道府県は２３（４９％）であ

り、平成 1９年度中に取り組む予定の都道府県を含めると４０（８５％）の都道

府県が指針後何らかの取組を開始することになる。 
さらに、指針取りまとめ前から既に何らかの取組を開始していた都道府県を

合わせると平成 19 年度までに４４（９４％）の都道府県が何らかの公共調達改

革に着手することになる。 
 
２  個別項目  

 ４月に実施した項目ごとの実施状況調査では以下のような状況が明らかとな

った。 

 

（１）コンプライアンスの徹底 

 コンプライアンスの徹底については、指針取りまとめ前から職員の倫理規定

を定めるなど何らかの取組を実施している都道府県がほとんど（４５都道府県）

であった。 
 
（２）内部通報制度の整備 

 内部通報制度については、指針前から外部に通報受付窓口を設置した都道府

県が９あり、指針後に６が加わった。さらに今後１５都道府県が取り組む予定

としている。 
 
（３）職員の再就職制限 

 職員の再就職制限については、指針取りまとめ前から指針記載どおりに再就

職制限を行っていた都道府県は７あったが、４月までに同様の措置を講じたの

は４都道府県にとどまっている。  
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（４）一般競争入札の拡大 

 一般競争入札の拡大については、３つの都道府県が指針前から一千万円以上

の工事に一般競争入札を全面導入しており、指針後に４都道府県が導入してい

る。さらに、今後２４都道府県が導入を予定している。 
 
（５）総合評価方式の充実 

 総合評価方式の拡充については、平成１８年度から平成１９年度にかけて、

１０１件以上の実施県数が、５県から２０県に増加するとともに、５１件以上

１００件未満の実施県数が、４県から１１県に増加している。 
 
（６）電子入札の拡大 

 電子入札の拡大については指針前から全面導入していた都道府県が１０あり、

指針後に１４が加わった。さらに今後２２都道府県が取り組む予定としている。 
 
（７）ペナルティの強化 

 ペナルティの強化については、「入札参加停止期間を１２月以上とすること」

「違約金特約の額を契約額の２０％以上とすること」「談合情報を警察に対して

積極的に提供すること」の３つの項目を指針前に全て実施していた都道府県は

５であったが、指針後には１０都道府県が実施した。 
 
 
 
 
 
 
３  各都道府県における今後の取組の在り方について  

 
 （アドバイザーからのご意見等を記入） 


